
　国は、高齢者の肺炎球菌予防接種について令和元年度から令和5年度まで経過措置として、65歳以上の節
目年齢の方を定期予防接種の対象としてきました。しかし、この経過措置は令和5年度（令和6年3月31日）で
終了し、令和6年度からは65歳の方のみが定期接種対象となる予定です。
　今年度の対象者で接種をご希望の方は、期間内に接種をお願いいたします。

令和5年度の対象者
 65歳：昭和33年4月2日生～昭和34年4月1日生
 70歳：昭和28年4月2日生～昭和29年4月1日生
 75歳：昭和23年4月2日生～昭和24年4月1日生
 80歳：昭和18年4月2日生～昭和19年4月1日生
 85歳：昭和13年4月2日生～昭和14年4月1日生
 90歳：昭和 8年4月2日生～昭和 9年4月1日生
 95歳：昭和 3年4月2日生～昭和 4年4月1日生
100歳：大正12年4月2日生～大正13年4月1日生
※対象者の方で接種券がお手元にない場合は、保健福祉課までお問合せください。

接 種 期 間　3月31日（日）まで
接 種 回 数　1回
自己負担額　4,000円
実 施 場 所　町内の医療機関または福井県内の指定医療機関
※詳細は予診票の裏面をご覧いただくか、保健福祉課までお問合せください。

■問合せ　保健福祉課　☎0778-47-8007

※ 過去に高齢者用肺炎球菌ワクチン（23価）
を接種された方は、対象となりません。

※ 60 ～ 65歳未満の「心臓、腎臓、呼吸器の機
能またはヒト免疫機能に障害（身体障害1
級程度）のある方」で接種を希望される場合
は、事前に保健福祉課までご連絡ください。

※ 新型コロナワクチンとの同時接種はできま
せん。前後に13日以上の間隔が必要となり
ますので、ご注意ください。

新型コロナワクチンの全額公費による接種は

令和6年3月31日で終了します。
対 象 者 　 次のいずれかに該当する方 

・初回接種が完了していない方　・令和5年9月20日以降に、追加接種を接種していない方
自己負担 　 無料［3月31日（日）まで］
接 種 券　�お手元にある、未使用の接種券が使用可能です。�

※紛失、転入等で接種券が手元にない方は、℡0778-47-3012（コロナ専用）にお電話ください。
予約方法

65歳以上の方や基礎疾患がある方など、重症化リスクが高い方は接種が推奨されていますので、接種を希望さ
れる方はお早めにご検討ください。

■問合せ　保健福祉課　☎0778-47-8007　または　コロナワクチン専用　℡0778-47-3012

新型コロナワクチン接種のお知らせ

令和5年度 高齢者用肺炎球菌予防接種券をお持ちの方へ
接種期限は令和6年3月31日です

年齢 町内の接種場所 予約方法
12歳以上の方

ファイザーまたは
モデルナ希望

町内の医療機関
（基礎疾患のある方は、町外のかか
りつけ医でも接種可能です）

各医療機関に直接予約

12歳以上の方
第一三共社のワクチン
（ダイチロナ）希望

町が指定する医療機関 ◆コロナワクチン専用　℡0778-47-3012

生後6か月～ 11歳の方 町が指定する医療機関

◆新型コロナワクチン接種予約受付サイト

◆コロナワクチン専用　℡0778-47-3012
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